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調
査
報
告

田
中
圭
一
著『
日
蓮
と
佐
渡
』に
お
け
る
塚
原
配
所
説
に
対
す
る
調
査
報
告

（
日
蓮
宗
現
代
宗
教
研
究
所
研
究
員
）

小

瀬

修

達

調
査
日
時

平
成
一
八
年
一
〇
月
五
日

七
日

調
査
内
容
・
方
法

現
宗
研
で
は
、
田
中
圭
一
著
『
日
蓮
と
佐
渡
』（
旧
版
昭
和
四
四
年
・
新
版
平
成
一
六
年
発
行
）
の
塚
原
配
所
に
つ
い
て
の

問
題
提
起
に
対
し
、
佐
渡
に
お
い
て
現
地
研
修
を
行
っ
た
。
調
査
方
法
は
、
本
書
に
記
載
の
妙
満
寺
前
塚
原
配
所
説
を
現
地

調
査
に
よ
り
検
証
し
、
論
証
上
の
問
題
点
を
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。

調
査
人
員

伊
藤
立
教
主
任
、
大
西
英
充
・
川
名
湛
忍
・
齊
藤
政
通
・
小
瀬
修
達
・
中
村
龍
央
・
武
藤
晃
俊
各
研
究
員

調
査
報
告

田
中
圭
一
説
の
概
略

新
版
『
日
蓮
と
佐
渡
』（
二
〇
〇
四
年
、
平
安
出
版
）
を
参
考
に
、
田
中
氏
の
塚
原
配
所
説
を
概
略
す
る
。
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根
本
寺
に
関
す
る
論
述

根
本
寺
年
表
（
記
述
内
容
を
年
表
化
）

一
五
八
九
年

天
正
一
七
年

上
杉
景
勝
、
佐
渡
攻
め
を
行
い
所
領
と
す
る
。
佐
渡
攻
略
頭
・
家
老
直
江
兼
続
は
妙
覚
寺
外
護
者
。

一
五
九
〇
年

天
正
一
八
年

京
都
妙
覚
寺
十
八
世
日
典
、
大
野
村
弘
樹
寺
境
内
に
草
庵
を
建
立
し
、
塚
原
配
所
跡
に
定
め
る
。

正
教
寺
と
な
る
。

一
六
〇
七
年

慶
長
一
三
年

山
師
備
前
祐
白
の
寄
進
に
よ
り
正
教
寺
本
堂
を
建
立
…
現
在
の
戒
壇
塚
。

一
六
一
二
年

慶
長
一
七
年

京
都
妙
覚
寺
日
衍
、
正
教
寺
住
職
と
な
る
。
銀
山
山
師
大
檀
那
味
方
但
馬
守
家
重
の
外
護
。

日
衍
、
妙
覚
寺
と
対
立
、
味
方
氏
の
外
護
の
も
と
駿
府
に
提
訴
。
※
日
衍
（
受
派
）・
妙
覚
寺
（
不
受
派
）
の
対
立
。

一
六
一
五
年

元
和
元
年

徳
川
家
康
、
駿
府
に
身
延
日
遠
を
招
き
争
論
を
裁
許
、
日
衍
の
勝
訴
、
妙
覚
寺
よ
り
独
立
。

布
金
檀
（
現
在
地
）
に
本
堂
を
建
立
、
以
降
味
方
氏
の
外
護
の
も
と
寺
観
を
整
え
る
。
根
本
寺
に
改
称
。

一
六
二
四
年

寛
永
元
年

千
仏
堂
を
建
立
。

一
六
二
六
年

寛
永
三
年

仁
王
門
を
建
立
。

弘
樹
寺

根
本
寺
域
よ
り
現
在
地
へ
移
転
。

一
六
三
七
年

栴
檀
院
日
衍
遷
化
。

一
七
六
一
年

宝
暦
一
一
年

現
在
の
本
堂
を
建
立
。

※
実
際
に
は
、
本
末
論
争
は
日
衍
の
勝
訴
の
後
、
寛
永
三
年
本
寺
妙
覚
寺
に
謝
罪
、
同
七
年
の
身
池
対
論
以
降
は
受
派
の
日
衍
側
に
有
利

に
展
開
し
た
。
以
後
も
妙
覚
寺
と
の
対
立
は
続
き
、
寛
文
一
一
年
二
〇
世
浄
信
院
日
行
の
時
、
身
延
・
池
上
・
中
山
に
よ
る
三
山
輪
番

所
に
決
着
し
た
。（
本
書
に
不
記
載
の
為
追
記
）
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根
本
寺
塚
原
配
所
説
否
定
の
理
由

●
日
典
が
真
言
宗
弘
樹
寺
の
境
内
地
に
塚
原
配
所
跡
を
定
め
た
理
由
は
、「
し
ゃ
く
し
地
蔵
」
の
伝
承
（
弘
樹
寺
の
僧
侶
が
宗
祖
と
の
法

論
に
負
け
、
逃
げ
る
背
中
に
宗
祖
の
投
げ
た
筆
で
題
目
が
書
か
れ
た
。
僧
侶
は
背
中
の
題
目
を
削
っ
た
が
、
し
ゃ
く
し
の
様
に
な
っ
て

も
消
え
ず
、
や
が
て
こ
の
僧
は
仏
と
な
り
、
今
も
弘
樹
寺
の
本
尊
と
し
て
祀
ら
れ
て
い
る
）
や
、「
塚
の
腰
」
の
字
名
、
周
辺
に
墓
地

が
あ
る
事
等
と
考
え
ら
れ
る
が
、
塚
原
配
所
と
断
定
で
き
る
証
拠
に
な
ら
な
い
。

●
新
穂
城
跡
は
土
豪
の
館
で
あ
り
、
佐
渡
守
護
所
（「
日
蓮
上
人
註
画
讃
」
説
）
で
は
な
い
。
城
主
の
本
間
氏
は
、
本
間
六
郎
左
衛
門
重

連
の
末
裔
で
は
な
い
。
故
に
、
本
間
重
連
の
館
で
は
な
く
、「
六
郎
左
衛
門
が
家
の
う
し
ろ
」
に
あ
っ
た
と
い
う
塚
原
配
所
の
証
拠
に

な
ら
な
い
。

妙
満
寺
・
塚
原
配
所
に
関
す
る
論
述

妙
満
寺

佐
渡
阿
闍
梨
日
満
（
阿
仏
房
日
得
の
曽
孫
、
妙
宣
寺
二
世
、
日
興
に
弟
子
入
り
し
、
北
陸
道
七
カ
国
の
棟
梁
に
任
命
さ
れ

る
）
の
隠
居
し
た
庵
室
を
弟
子
の
日
東
が
寺
に
改
め
開
山
。

●
佐
渡
で
は
、
古
代
か
ら
中
世
に
か
け
て
百
姓
の
集
落
を
「
垣
之
内
」
も
し
く
は
「
在
家
」
と
云
い
、
約
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
（
三
千
坪
）
ほ

ど
の
土
地
に
数
戸
の
同
姓
の
百
姓
が
居
住
し
て
い
た
。
そ
こ
で
は
、
長
で
あ
る
「
名
主
」
を
中
心
に
、「
一
堂
一
社
七
か
ま
ど
」
と
呼

ば
れ
る
一
つ
の
堂
と
一
つ
の
社
、
共
同
墓
地
、
稲
場
（
稲
を
干
す
場
所
）
等
を
共
有
し
て
い
た
。

●
『
皇
代
歴
』『
吾
妻
鑑
』『
承
久
記
』
等
に
記
録
さ
れ
た
順
徳
天
皇
の
随
行
者
に
遠
藤
為
盛
の
名
は
無
く
、
佐
渡
に
来
て
い
な
い
。
よ
っ

て
、
阿
仏
房
は
遠
藤
為
盛
で
は
な
い
。
目
黒
町
に
は
、
阿
仏
房
の
曾
孫
の
日
満
の
建
立
し
た
妙
満
寺
と
、
近
く
に
日
満
も
し
く
は
藤
九

郎
守
綱
（
阿
仏
房
の
子
）
の
も
の
と
云
わ
れ
る
一
石
五
輪
の
石
塔
（
戦
国
時
代
再
建
）
の
墓
が
現
存
す
る
事
か
ら
、
阿
仏
房
や
藤
九
郎

は
、
こ
の
地
の
「
在
家
の
名
主
」
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
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●
波
多
の
守
護
所
が
、
現
在
の
下
畑
玉
作
遺
跡
に
あ
っ
た
（
小
菅
徹
也
説

本
書
六
五

六
頁
）
と
す
る
な
ら
ば
、
守
護
代
本
間
六
郎
左

衛
門
重
連
の
館
は
、
こ
の
守
護
所
に
隣
接
す
る
熊
野
神
社
跡
（
石
碑
）
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
松
ヶ
崎
か
ら
小
倉
を
越
え
熊
野
神
社

跡
に
入
る
道
は
「
横
大
道
」
と
呼
ば
れ
、
他
に
も
佐
渡
各
地
へ
通
じ
る
道
が
集
ま
る
こ
と
か
ら
、
交
通
の
要
所
と
し
て
守
護
所
の
あ
る

場
所
に
ふ
さ
わ
し
い
。

※
小
菅
氏
の
波
多
守
護
所
に
つ
い
て
の
論
文
の
要
約

「
佐
渡
の
守
護
所
が
波
多
本
郷
に
あ
っ
た
こ
と
を
裏
書
す
る
の
は
、
足
利
尊
氏

の
命
令
で
置
か
れ
た
安
国
寺
が
あ
る
こ
と
や
、
国
衙
領
の
一
宮
社
や
三
宮
社
が
波
多
郷
に
あ
り
、
二
宮
社
も
も
と
は
波
多
熊
野
神
社

で
あ
っ
た
可
能
性
が
強
い
こ
と
な
ど
で
あ
る
。」（
本
書
六
五

六
頁
）

●
「
種
種
御
振
舞
御
書
」
に
は
塚
原
配
所
の
所
在
を
示
す
文
章
が
あ
り
、『
昭
和
定
本
』
で
は
「
六
郎
左
衛
門
が
家
の
う
し
ろ
み
の
家
よ

り
塚
原
と
申
山
野
の
中
に
」（
九
七
一
頁
）、
ま
た
、『
日
蓮
聖
人
遺
文
講
義
』
で
は
同
文
を
、「
六
郎
左
衛
門
が
家
の
う
し
ろ
塚
原
と
申

す
山
野
の
中
に
」
と
訳
し
て
い
る
が
、
大
野
達
之
助
氏
の
『
日
蓮
』
や
石
川
教
張
氏
の
『
日
蓮
聖
人
の
生
涯
』
等
を
参
考
に
、「
六
郎

左
衛
門
が
家
の
う
し
ろ
」
説
を
取
り
、
塚
原
と
本
間
六
郎
左
衛
門
重
連
の
館
と
の
位
置
関
係
を
表
す
遺
文
と
し
て
使
用
す
る
。

●
「
種
種
御
振
舞
御
書
」
に
お
い
て
「
十
一
月
一
日
に
六
郎
左
衛
門
が
家
の
う
し
ろ
み
の
家
よ
り
塚
原
と
申
す
山
野
の
中
に
、
洛
陽
の
蓮

台
野
の
や
う
に
死
人
を
捨
る
所
に
一
間
四
面
な
る
堂
の
仏
も
な
し
。」
と
あ
る
事
か
ら
、
塚
原
配
所
跡
は
、
本
間
重
連
の
館
が
あ
っ
た

熊
野
神
社
跡
か
ら
「
う
し
ろ
」
に
見
え
る
目
黒
町
の
台
地
に
限
定
で
き
る
。
ま
た
、
こ
の
目
黒
町
に
は
、
日
満
も
し
く
は
藤
九
郎
守
綱

の
も
の
と
伝
わ
る
墓
地
が
あ
り
、
阿
仏
房
の
曽
孫
で
あ
る
日
満
の
建
て
た
妙
満
寺
が
あ
る
事
か
ら
、
阿
仏
房
は
こ
の
地
に
居
住
し
た

「
在
家
の
名
主
」
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
宗
祖
は
、
阿
仏
房
の
も
と
に
預
け
ら
れ
、
在
家
内
の
三
昧
堂
へ
入
れ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

塚
原
問
答
（
文
永
九
年
一
月
一
六
日
）
の
後
、
宗
祖
を
庇
護
し
た
阿
仏
房
は
追
放
さ
れ
、
新
保
の
阿
仏
房
元
屋
敷
に
移
り
、
天
正
一
七

年
（
一
五
八
七
）
以
後
、
現
在
の
妙
宣
寺
（
戦
国
末
期

雑
太
本
間
氏
の
居
城
跡
）
に
移
転
し
た
。

●
妙
満
寺
の
西
側
三
十
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
に
あ
る
浅
い
沢
を
へ
だ
て
て
、
目
黒
町
熊
野
神
社
の
建
つ
台
地
が
あ
る
が
、
北
南
は
目
黒
町
と
寺
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田
の
共
同
墓
地
の
あ
た
り
ま
で
、
約
二
百
メ
ー
ト
ル

の
範
囲
の
内
が
「
塚
原
配
所
」
で
あ
る
と
推
定
す

る
。（
詳
し
い
説
明
は
次
項
）

「
塚
原
配
所
」
の
推
定
地

●
推
定
「
塚
原
配
所
」
の
南
端

妙
満
寺
の
西
側
三
十
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
に
あ
る
浅
い
沢

を
へ
だ
て
て
、
目
黒
町
熊
野
神
社
の
建
つ
台
地
が
あ

る
。
こ
の
神
社
の
境
内
地
か
ら
南
側
の
台
地
上
は
、
平

野
の
真
ん
中
に
位
置
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
家
は
一
軒

も
な
く
、
昔
か
ら
共
同
墓
地
と
な
っ
て
い
る
。
境
内
の

南
は
、
手
前
か
ら

目
黒
共
同
墓
地
、
つ
づ
い
て

寺

田
の
共
同
墓
地
、
さ
ら
に

畑
野
の
共
同
墓
地
と
続
い

て
い
る
。

こ
の
う
ち

目
黒
町
の
共
同
墓
地
は
、
藤
九
郎
守
綱

の
も
の
と
伝
え
ら
れ
る
墓
の
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
明
治
四

十
二
（
一
九
〇
九
）
年
頃
に
移
し
た
も
の
で
あ
り
、
ま

た
、

寺
田
の
共
同
墓
地
は
、
い
ま
の
墓
地
の
南
方
に

あ
る
寺
田
の
真
言
堂
の
と
こ
ろ
か
ら
大
正
期
に
移
し
た

図 波多・目黒町拡大図

図 『新版日蓮と佐渡』七五頁
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の
だ
と
い
う
。

こ
れ
に
対
し
て

畑
野
の
共
同
墓
地
は
、
ず
っ
と
前
か
ら
同
じ
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
す
る
と
、
い
ま
の
寺
田
と
目
黒
町
の
共
同
墓
地
の

あ
た
り
（

）
が
、「
塚
原
」
で
あ
っ
た
可
能
性
が
大
変
強
い
と
考
え
ら
れ
る
。

●
推
定
「
塚
原
配
所
」
の
北
端

ま
た
、
こ
の
熊
野
神
社
脇
の
水
田
の
地
名
は
「
塚
の
腰
」
で
あ
る
。「
塚
」
は
佐
渡
で
は
、
古
墳
や
土
葬
し
た
墳
墓
を
指
し
た
り
す

る
。
新
穂
村
根
本
寺
付
近
に
も
「
塚
の
腰
」
の
地
名
が
あ
る
。「
こ
し
」
と
い
う
の
は
「
ま
わ
り
」
と
い
う
意
味
だ
か
ら
、「
塚
」
は
熊
野

神
社
の
あ
る
高
み
に
も
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
た
だ
し
、
い
ま
は
熊
野
神
社
が
あ
っ
て
、
昔
そ
こ
に
墓
が
あ
っ
た
面
影
は
ま
っ
た
く
残
っ

て
い
な
い
。

こ
の
目
黒
町
の
熊
野
神
社
が
い
つ
頃
建
て
ら
れ
た
も
の
な
の
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
熊
野
神
社
は
日
蓮
在
島
の
頃
に
は
波
多
の
本
間
の

館
く
ら
い
に
し
か
な
か
っ
た
は
ず
だ
か
ら
【
筆
者
註

現
在
の
佐
渡
に
は
無
数
の
熊
野
神
社
が
あ
る
】
目
黒
町
熊
野
神
社
の
あ
た
り
も

「
塚
原
」
と
見
て
支
障
は
な
い
だ
ろ
う
。

私
は
、
以
上
の
よ
う
な
考
察
か
ら
、
北
は
熊
野
神
社
か
ら
、
南
は

目
黒
町
と

寺
田
の
共
同
墓
地
の
あ
た
り
ま
で
、
約
二
百
メ
ー
ト

ル
の
範
囲
の
内
が
「
塚
原
配
所
」
で
あ
る
と
推
定
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
推
定
「
塚
原
配
所
」
の
地
域
の
中
で
も
、
特
に
現
在
の
目
黒
町
熊
野
神
社
の
鳥
居
付
近
か
ら
、
本
間
重
連
の
館
の
ほ
う
を
見
て
い

た
だ
き
た
い
。「
六
郎
左
衛
門
が
家
の
う
し
ろ
」
と
い
う
『
日
蓮
遺
文
』
の
表
現
が
、
ま
さ
に
ぴ
た
り
と
あ
て
は
ま
る
風
景
が
そ
こ
に
は

広
が
っ
て
い
る
。
ま
た
逆
に
、
本
間
の
館
や
守
護
所
の
ほ
う
か
ら
、
こ
の
目
黒
町
の
あ
た
り
を
見
て
い
た
だ
き
た
い
。
ま
さ
に
そ
こ
は

「
野
と
山
と
の
中
間
」（「
妙
法
比
丘
尼
御
返
事
」）
で
あ
る
。」（『
日
蓮
と
佐
渡
』
七
四

七
頁
）

以
上
が
、
田
中
圭
一
氏
の
主
張
す
る
塚
原
配
所
説
の
概
要
で
あ
る
。
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田
中
圭
一
説
へ
の
見
解
と
問
題
点
の
指
摘

根
本
寺
塚
原
配
所
説
は
、
日
典
が
塚
原
配
所
と
断
定
し
た
理
由
を
弘
樹
寺
の

「
し
ゃ
く
し
地
蔵
」
の
伝
承
や
、「
塚
の
腰
」
の
字
名
・
周
辺
に
墓
地
が
あ
る

事
、
新
穂
城
跡
が
佐
渡
守
護
所
で
あ
る
等
と
推
測
し
た
だ
け
で
あ
り
、
実
際
に
日

典
が
判
断
し
た
理
由
と
は
言
い
切
れ
な
い
（
他
の
理
由
の
可
能
性
…
弘
樹
寺
の
境

内
に
配
所
の
伝
承
等
）。
つ
ま
り
は
、
根
本
寺
説
の
否
定
も
推
定
に
す
ぎ
な
い
。

現
地
調
査
の
結
果
、
前
の
「
図

波
多
・
目
黒
町
拡
大
図
」
に
示
さ
れ
る
伝

藤
九
郎
墓
地
、
妙
満
寺
、
推
定
「
塚
原
配
所
」

、
目
黒
町
熊
野
神
社
、
横
大

道
、
下
畑
玉
作
遺
跡
（
推
定
波
多
の
守
護
所
）、
熊
野
神
社
遺
跡
の
碑
（
推
定
本

間
重
連
の
館
跡
）
等
の
位
置
関
係
は
、
実
際
の
も
の
と
相
違
無
い
事
が
確
認
で
き

た
。妙

満
寺
前
塚
原
配
所
説
は
、

目
黒
町
に
阿
仏
房
の
在
家
が
あ
り
、
宗
祖
は
こ

の
在
家
内
の
三
昧
堂
に
預
け
ら
れ
た
と
し
、

在
家
に
隣
接
す
る
台
地
に
古
来
墓

地
が
あ
り
、
付
近
に
「
塚
の
腰
」
の
地
名
が
あ
る
こ
と
と
、

波
多
の
守
護
所

が
、
現
在
の
下
畑
玉
作
遺
跡
に
在
っ
た
と
す
る
小
菅
説
を
根
拠
に
、
本
間
重
連
の

館
は
、
こ
の
守
護
所
に
隣
接
す
る
熊
野
神
社
遺
跡
で
あ
る
と
す
る
推
定
に
基
づ

き
、「
種
種
御
振
舞
御
書
」
の
「
六
郎
左
衛
門
が
家
の
う
し
ろ
」
と
の
塚
原
配
所

熊野神社遺跡碑より推定塚原配所を望む
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の
所
在
を
示
す
記
述
か
ら
推
定
配
所
を
判
断
す
る
も
の
で
あ
る
。

阿
仏
房
曽
孫
の
日
満
建
立
の
妙
満
寺
と
、
日
満
も
し
く
は
阿
仏
房
の
子
藤
九

郎
守
（
盛
）
綱
の
も
の
と
伝
る
墓
地
が
近
く
に
実
在
す
る
事
か
ら
、
阿
仏
房
が
こ

の
地
の
「
在
家
の
主
」
で
あ
り
三
昧
堂
は
こ
の
在
家
内
に
在
る
と
す
る
説
は
考
え

得
る
が
、
現
在
阿
仏
房
元
屋
敷
跡
に
指
定
さ
れ
て
い
る
場
所
は
、
田
中
氏
が
阿
仏

房
が
追
放
さ
れ
移
転
し
た
先
と
す
る
新
保
で
あ
る
。

田
中
氏
は
、
隣
接
す
る
台
地
の
北
は
熊
野
神
社
か
ら
、
南
は
古
来
よ
り
墓
地

の
あ
っ
た

畑
野
の
共
同
墓
地
を
除
く
、

目
黒
町
と

寺
田
の
共
同
墓
地
の
あ

た
り
ま
で
、
約
二
百
メ
ー
ト
ル
の
範
囲
、
特
に

の
区
域
を
「
塚
原
配
所
」
と

推
定
す
る
の
で
あ
る
が
、
墓
地
の
変
移
に
つ
い
て
は
、
明
治
以
降
を
見
た
だ
け
で

あ
り
、
鎌
倉
時
代
か
ら
の
墓
地
の
変
移
を
考
察
し
た
も
の
で
は
な
い
の
で
、
こ
の

点
は
定
か
で
は
な
い
。
ま
た
、
氏
の
特
定
す
る

の
区
域
は
、
明
治
以
降
に
墓

地
を
作
る
為
に
造
成
さ
れ
た
土
地
で
あ
る
事
も
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
実
際
の
と
こ
ろ
は
、
考
古
学
的
見
地
に
基
づ
く
発
掘
調
査
に
よ
り
、
推
定

「
塚
原
配
所
」
に
お
け
る
鎌
倉
時
代
の
墓
地
の
分
布
や
建
築
物
跡
の
礎
石
の
発
見

等
が
な
い
限
り
実
証
は
で
き
な
い
が
、
氏
の
特
定
す
る

の
区
域
は
墓
地
の

為
、
実
証
で
き
な
い
事
と
な
る
。

「
種
種
御
振
舞
御
書
」
に
は
、
塚
原
三
昧
堂
に
つ
い
て

「
塚
原
の
堂
の
大
庭
山
野
に
数
百
人
、
六
郎
左
衛
門
尉
兄
弟
一
家
、
さ
な
ら
ぬ
も

推定塚原配所全景
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の
百
姓
の
入
道
等
か
ず
を
し
ら
ず
集
り
た
り
。」（
昭
和
定
本
九
七
四
頁
）

と
の
記
述
が
あ
り
、
塚
原
問
答
の
際
に
は
三
昧
堂
の
大
庭
や
周
り
の
山
野
に
数
百
人
の
人
々
が
集
ま
っ
た
と
云
う
事
か
ら
、
三
昧
堂
に

は
あ
る
程
度
の
人
間
が
集
ま
れ
る
広
い
庭
が
あ
り
、
周
り
に
は
堂
を
見
渡
せ
る
山
野
が
広
が
っ
て
い
た
事
が
認
識
で
き
る
。
こ
の
事
は
三

昧
堂
が
大
庭
を
造
れ
る
平
地
に
在
っ
た
事
を
裏
付
け
る
も
の
で
あ
る
。
熊
野
神
社
の
建
つ
台
地
の
横
に
広
い
庭
を
有
す
る
妙
満
寺
の
境
内

が
隣
接
す
る
。
熊
野
神
社
横
か
ら
妙
満
寺
の
境
内
を
含
む
範
囲
も
推
定
「
塚
原
配
所
」
と
し
て
考
え
得
る
場
所
で
あ
る
。
田
中
説
に
は
、

こ
の
様
な
三
昧
堂
の
庭
の
規
模
に
関
す
る
考
察
は
み
ら
れ
な
い
。

こ
こ
で
、
阿
仏
房
、
日
満
上
人
、
妙
宣
寺
、
妙
満
寺
等
に
関
す
る
一
般
論
を
紹
介
し
て
お
く
。

「
阿
仏
坊
の
移
転

阿
仏
坊
の
元
屋
敷
と
い
わ
れ
る
と
こ
ろ
が
新
保
（
金
井
町
大
字
新
保
）
に
あ
る
。
元
屋
敷
と
い
わ
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
阿
仏
坊
住
居
の

地
と
推
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

系
図
に
よ
る
と
阿
仏
坊
は
文
治
五
年
（
一
一
八
九
）
の
生
ま
れ
で
、
三
三
歳
の
承
久
三
年
（
一
二
二
一
）
に
佐
渡
へ
渡
り
、
仁
治
三
年

（
一
二
四
二
）
順
徳
院
が
な
く
な
ら
れ
て
以
後
、
こ
こ
新
保
に
移
り
住
ん
だ
と
い
う
。
文
永
九
年
塚
原
へ
の
給
仕
や
一
谷
へ
の
給
仕
は
、

す
べ
て
こ
こ
か
ら
足
を
は
こ
ば
れ
た
こ
と
に
な
る
。
弘
安
二
年
三
月
没
す
る
ま
で
お
よ
そ
三
七
年
間
の
止
住
の
地
で
あ
る
。

ま
た
、
後
阿
仏
と
呼
ば
れ
た
嫡
子
藤
九
郎
盛
網
も
、
法
名
を
妙
覚
と
呼
ば
れ
た
阿
仏
坊
の
孫
、
九
郎
太
郎
盛
正
も
、
さ
ら
に
は
彦
に
あ

た
る
佐
渡
阿
闍
梨
日
満
も
、
み
な
こ
の
地
で
生
ま
れ
育
っ
て
お
り
、
日
蓮
上
人
在
島
中
の
給
仕
に
つ
い
て
も
盛
綱
、
盛
正
等
父
子
三
代
は

み
な
上
人
の
草
庵
に
こ
こ
か
ら
か
よ
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

阿
仏
坊
の
二
祖
日
満

妙
宣
寺
の
二
祖
は
日
満
で
あ
る
。
日
満
は
阿
仏
坊
日
得
上
人
の
嫡
子
藤
九
郎
盛
網
の
長
子
九
郎
太
郎
盛
正
の
次
子
と
し
て
文
永
九
年
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（
一
二
七
二
）
に
生
ま
れ
、
興
円
と
呼
ば
れ
た
。
佐
渡
の
先
師
の
遺
業
を
継
ぐ
べ
く
日
興
上
人
を
慕
っ
て
富
士
に
の
ぼ
り
、
高
弟
日
華
の

弟
子
と
な
り
如
寂
房
と
号
し
た
。

元
亨
・
正
中
の
頃
に
は
、
す
で
に
佐
渡
に
あ
っ
た
日
満
は
、
嘉
暦
の
は
じ
め
（
一
三
二
六

）、
そ
の
元
屋
敷
と
呼
ば
れ
る
旧
地
を
新

保
（
金
井
町
）
に
残
し
て
現
在
地
に
近
い
竹
田
地
内
に
移
転
し
、
阿
仏
坊
本
堂
建
立
の
事
業
を
起
こ
し
た
。

康
永
二
年
（
一
三
四
三
）
八
月
に
は
後
阿
仏
盛
網
が
八
九
歳
で
没
し
、
名
実
共
に
先
師
の
残
さ
れ
た
法
華
弘
通
の
後
継
者
指
導
者
と

な
っ
た
日
満
は
、
元
弘
二
年
（
一
三
三
二
）
七
月
に
阿
仏
坊
本
堂
を
完
成
さ
せ
た
の
で
、
日
興
上
人
は
本
門
寺
の
重
宝
で
あ
る
日
蓮
上
人

の
書
か
れ
た
本
尊
に
、「
佐
渡
の
国
、
法
華
の
棟
梁
、
阿
仏
坊
の
彦
、
如
寂
房
日
満
に
之
を
相
伝
す
」
と
脇
書
き
し
、
本
堂
常
住
の
本
尊

と
し
て
こ
れ
を
阿
仏
坊
に
送
っ
て
い
る
。

日
満
は
延
文
二
年
（
一
三
五
七
）
八
六
歳
で
阿
仏
坊
を
後
継
三
祖
日
円
に
ゆ
ず
り
、
隠
退
し
て
号
を
真
成
房
と
あ
ら
た
め
、
そ
の
年
の

四
月
、
み
ず
か
ら
祖
師
の
像
を
刻
み
、
長
慶
山
妙
満
寺
（
畑
野
町
目
黒
町
）
を
開
い
て
本
堂
に
安
置
し
、
移
り
住
む
こ
と
四
年
、
延
文
五

年
（
一
三
六
〇
）
三
月
二
一
日
、
八
九
歳
の
長
寿
を
全
う
し
た
。」「
真
野
町
史

上
巻
」
真
野
町
史
編
纂
委
員
会
（
二
六
八

七
一
頁
を

編
集
）

日
満
上
人
が
元
弘
二
年
（
一
三
三
二
）
阿
仏
房
本
堂
を
建
立
さ
れ
た
場
所
は
、
現
在

佐
渡
市
竹
田
の
「
や
せ
の
は
か
」
と
呼
ば
れ
る

土
地
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
現
在
地
へ
移
転
し
た
の
は
、
約
二
五
〇
年
後
の
天
正
一
七
年
（
一
五
八
九
）、
上
杉
景
勝
の
命
に
よ
り
雑
太
城

主
本
間
信
濃
守
が
居
城
（
現
在
の
妙
宣
寺
境
内
）
を
寄
付
し
、
天
正
末
か
ら
文
禄
慶
長
年
間
に
か
け
て
妙
宣
寺
の
堂
宇
の
造
営
が
進
め
ら

れ
た
と
云
う
。

日
満
上
人
が
目
黒
町
の
地
に
妙
満
寺
を
建
立
さ
れ
た
理
由
は
定
か
で
は
な
い
が
、
近
く
に
祖
父
に
あ
た
る
藤
九
郎
盛
網
（
も
し
く
は
日

満
）
の
墓
や
、
阿
仏
房
の
妻
で
あ
る
千
日
尼
の
実
家
と
そ
の
墓
が
あ
る
事
か
ら
、
一
族
の
菩
提
を
弔
う
為
と
考
え
ら
れ
る
。

私
見
と
し
て
、
塚
原
三
昧
堂
の
所
在
を
推
測
し
て
み
る
と
、
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一
般
論
と
し
て
「
塚
」
と
は
、「
土
を
高
く
盛
っ
て
築
い
た
墓
。
ま
た
単
に
、
墓
の
こ
と
。
土
を
高
く
盛
っ
て
物
の
標
な
ど
に
し
た
も

の
。」
で
あ
り
、「
塚
原
」
と
は
、「
墓
な
ど
の
あ
る
野
原
。」（
広
辞
苑
）
で
あ
る
か
ら
、
地
名
と
し
て
の
「
塚
原
」
も
、
塚
の
み
で
は
な

く
、
塚
・
墓
の
あ
る
野
原
で
あ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
推
定
塚
原
」
と
す
る
台
地
（
塚
）
に
隣
接
す
る
野
原
、
ま
た

は
、「
阿
仏
房
在
家
」
の
共
同
墓
地
に
隣
接
す
る
野
原
も
「
塚
原
」
の
地
名
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、

に
説
明
す
る
が
、「
種
種
御

振
舞
御
書
」
の
「
六
郎
左
衛
門
が
家
の
う
し
ろ
み
の
家
よ
り
塚
原
」
の
文
は
、「
重
連
の
後
見
人
の
家
よ
り
塚
原
」
と
い
う
意
味
で
あ
り
、

「
重
連
の
家
の
う
し
ろ
」
に
塚
原
配
所
が
見
え
る
と
い
う
条
件
は
必
ず
し
も
必
要
で
な
い
。
以
上
を
踏
ま
え
る
と
、

現
在
、
伝
藤
九
郎
盛
網
の
墓
が
在
る
場
所
が
、「
阿
仏
房
在
家
」
の
共
同
墓
地
で
あ
っ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
共

同
墓
地
に
隣
接
し
て
三
昧
堂
が
在
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
事
か
ら
、
伝
藤
九
郎
盛
網
墓
地
の
周
辺
が
推
定
塚
原
配
所
の
一
つ
と
し
て
考
え
ら

れ
る
場
所
で
あ
る
。

も
う
一
つ
考
え
ら
れ
る
事
は
、
阿
仏
房
の
曾
孫
で
あ
る
日
満
上
人
は
、
塚
原
三
昧
堂
の
所
在
を
存
じ
て
い
た
の
で
、
三
昧
堂
跡
地
に
草

庵
（
現
妙
満
寺
）
を
建
て
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
点
で
あ
る
。「
種
種
御
振
舞
御
書
」
の
「
塚
原
の
堂
の
大
庭
山
野
に
数
百
人
」（
昭
和
定

本
九
七
四
頁
）
と
の
記
述
か
ら
、
三
昧
堂
は
「
大
庭
」
の
造
れ
る
平
地
に
在
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
事
か
ら
も
、
熊
野
神
社
の
建
つ
台
地
に

隣
接
し
、
広
大
な
庭
を
有
す
る
妙
満
寺
の
境
内
が
推
定
塚
原
配
所
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

本
間
重
連
の
館
跡
を
決
定
付
け
る
理
由
は
小
菅
説
を
根
拠
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
実
際
の
小
菅
説
（「
歴
史
と
地
理
」
四
九
六
号
平

成
八
年
「
佐
渡
の
歴
史
」
小
菅
徹
也
）
は
、
鎌
倉
時
代
の
守
護
所
は
竹
田
城
址
（
佐
渡
市
竹
田
）
で
こ
こ
に
本
間
重
連
の
館
が
あ
り
、
下

畑
の
館
（
熊
野
神
社
跡
）
に
は
、
波
多
代
官
で
重
連
の
後
見
人
を
兼
ね
る
波
多
本
間
氏
が
居
た
。
つ
ま
り
は
、「
種
種
御
振
舞
御
書
」
の

「
六
郎
左
衛
門
が
家
の
う
し
ろ
み
の
家
」
と
は
、
重
連
の
後
見
人
（
う
し
ろ
み
）
で
あ
る
波
多
本
間
氏
館
で
あ
る
と
し
、
竹
田
城
か
ら
下

畑
に
守
護
所
が
移
る
の
は
、
南
北
朝
末
期
頃
で
あ
り
、「
塚
原
三
昧
堂
の
所
在
を
書
い
た
日
蓮
遺
文
に
は
『
六
郎
左
衛
門
が
家
の
う
し
ろ
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塚
原
』
と
い
う
も
の
と
、『
六
郎
左
衛
門
が
家
の
う
し
ろ
み
の
家
よ
り
塚
原
』
と
い
う
二
通
り
の
も
の
が
あ
り
、
い
ず
れ
も
本
証
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
鎌
倉
時
代
に
下
畑
に
国
府
も
守
護
所
も
あ
り
え
な
か
っ
た
以
上
、
後
者
の
遺
文
の
記
述
に
従
う
し
か
な
い
よ
う
で
す
。
た
ま

た
ま
前
者
の
遺
文
の
記
述
を
使
っ
て
、
目
黒
町
の
阿
仏
房
在
家
の
塚
原
三
昧
堂
を
探
り
当
て
た
の
は
、
偶
然
の
な
せ
る
結
果
オ
ー
ラ
イ
と

し
か
い
い
よ
う
が
あ
り
ま
せ
ん
。」（
一
四
頁
）
と
田
中
氏
の
説
を
評
し
て
い
る
。

「
種
種
御
振
舞
御
書
」
の
「
六
郎
左
衛
門
が
家
の
う
し
ろ
み
の
家
よ
り
塚
原
と
申
山
野
の
中
に
」（
昭
和
定
本
九
七
〇
頁
）
の
文
の
解

釈
に
つ
い
て
、
田
中
氏
は
、
大
野
達
之
助
氏
の
「
日
蓮
」、
石
川
教
張
氏
の
「
日
蓮
聖
人
の
生
涯
」
等
を
参
考
に
「
六
郎
左
衛
門
が
家
の

う
し
ろ
」
説
を
用
い
る
の
で
あ
る
が
、
小
菅
氏
の
研
究
成
果
と
「
昭
和
定
本
」
に
基
づ
き
解
釈
す
る
な
ら
ば
、「
本
間
六
郎
左
衛
門
重
連

家
の
後
見
人
（
補
佐
役
）
の
家
よ
り
塚
原
と
云
う
山
野
の
中
に
」
と
、
解
釈
で
き
る
。「
種
種
御
振
舞
御
書
」
の
遺
文
構
成
に
つ
い
て
は

後
に
記
し
た
。

田
中
氏
の
下
畑
を
鎌
倉
時
代
の
守
護
所
と
す
る
説
は
、
昭
和
四
〇
年
代
以
降
に
有
力
視
さ
れ
た
説
で
あ
り
、
妙
満
寺
前
塚
原
配
所
説

は
、
こ
の
説
に
立
脚
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
現
在
で
は
、
調
査
の
結
果
、
下
畑
玉
作
遺
跡
周
辺
（
畑
本
郷
…
下
畑
・
畑
方
一
帯
）
に
国
府

の
存
在
を
示
す
遺
跡
・
地
名
等
は
一
つ
も
無
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
り
、
鎌
倉
時
代
の
守
護
所
も
こ
の
近
辺
で
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に

な
っ
て
き
た
と
い
う
。

小
菅
氏
は
鎌
倉
時
代
の
佐
渡
守
護
所
の
位
置
と
南
北
朝
末
期
頃
の
下
畑
へ
の
移
転
に
つ
い
て
次
の
様
に
述
べ
て
い
る
。

「
守
護
所
は
国
衙
の
近
く
に
設
け
ら
れ
る
の
が
一
般
的
で
す
。
国
衙
を
潰
し
て
守
護
所
に
す
る
と
か
、
甚
だ
し
く
国
衙
か
ら
離
れ
た
と

こ
ろ
に
守
護
所
を
構
え
る
と
い
う
こ
と
は
特
殊
な
事
情
の
あ
る
場
合
で
、
佐
渡
の
場
合
は
特
に
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
従
っ
て
戦
国
期
に
、

か
つ
て
国
衙
跡
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
を
城
郭
に
し
た
檀
風
城
址
を
佐
渡
守
護
所
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
し
、
戦
国
末
期
の
雑
太
本
間

氏
の
居
城
跡
（
現
、
阿
仏
房
妙
宣
寺
境
内
）
を
鎌
倉
期
の
守
護
所
跡
と
す
る
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
。
雑
太
郷
内
と
す
れ
ば
、
遥
か
に
国
中

平
野
の
穀
倉
地
帯
を
見
渡
し
、
国
衙
を
見
下
ろ
す
竹
田
台
地
の
東
縁
に
構
築
さ
れ
て
い
る
竹
田
城
址
以
外
に
守
護
所
の
適
地
は
あ
り
ま
せ
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ん
。
本
間
六
郎
左
衛
門
重
連
が
守
護
代
で
あ
る
限
り
、
六
郎
左
衛
門
重
連
の
居
城
は
竹
田
城

（
雑
太
城
）
以
外
に
求
め
て
は
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
下
畑
の
館
に
は
、
波
多
郷
代
官
で
六

郎
左
衛
門
重
連
の
後
見
人
を
兼
ね
る
波
多
本
間
氏
が
い
た
と
考
え
る
べ
き
で
し
ょ
う
。（
中

略
）竹

田
城
か
ら
下
畑
に
佐
渡
守
護
所
が
移
る
の
は
、
南
北
朝
末
期
頃
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
鎌
倉

末
期
に
小
倉
川
か
ら
の
用
水
路
開
削
が
進
み
、
後
山
か
ら
三
宮
に
か
け
て
の
台
地
先
端
部
が
大

規
模
に
水
田
開
発
さ
れ
は
じ
め
た
こ
と
と
、
半
済
令
以
後
の
前
浜
で
の
良
港
の
確
保
、
鎌
倉
幕

府
の
滅
亡
や
佐
渡
に
お
け
る
南
北
朝
の
戦
乱
な
ど
が
微
妙
に
影
響
し
て
、
守
護
所
は
波
多
郷
下

畑
へ
移
転
し
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。」（「
歴
史
と
地
理
」
四
九
六
号

山
川
出
版

一
四

五

頁
）

※
国
衙
…
国
司
が
政
務
を
行
っ
た
役
所
。
国
衙
を
含
む
区
域
を
国
府
と
云
う
。

ま
た
、
相
川
町
史
編
纂
委
員
会
編
「
佐
渡
相
川
郷
土
史
事
典
」
で
は
、
檀
風
城
（
雑
太
元
城

跡
…
雑
太
本
間
氏
初
期
の
居
館
跡
）
の
解
説
の
中
で
竹
田
城
に
つ
い
て
次
の
様
に
説
明
が
あ

る
。

「
近
年
、
檀
風
城
の
東
方
約
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
一
段
高
い
段
丘
先
端
部
に
、
檀
風
城
と
ほ
ぼ

同
じ
規
模
で
残
る
竹
田
城
（
通
称
「
又
助
の
城
」）
を
、
雑
太
城
（
守
護
代
居
城
）
と
み
る
説

が
出
て
い
る
。
そ
れ
は
鎌
倉
時
代
末
に
、
阿
仏
坊
を
新
保
よ
り
城
の
傍
へ
呼
び
寄
せ
た
本
間
泰

昌
の
城
跡
と
み
る
こ
と
と
、
こ
の
段
丘
下
の
竹
田
川
辺
に
、
日
野
公
斬
首
の
伝
説
が
残
る
こ
と

か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
も
単
郭
で
周
囲
に
土
塁
が
残
り
、
郭
の
三
方
に
空
堀
が
め
ぐ
ら
さ
れ
て

竹田城址（竹田 佐渡飛鳥碑付近）からの国中平野遠景
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い
る
。」（
四
七
四
頁
）

と
、
あ
る
通
り
、
竹
田
城
佐
渡
守
護
所
説
は
、
一
説
と
し
て
一
般
に
認
知
さ
れ
て
い
る
。
阿
仏
房
の
移
転
先
で
あ
る
竹
田
の
「
や
せ
の

は
か
」
は
、
こ
の
竹
田
城
址
近
く
に
あ
る
の
で
、「
阿
仏
坊
を
新
保
よ
り
城
の
傍
へ
呼
び
寄
せ
た
本
間
泰
昌
の
城
跡
」
と
の
説
は
考
え
得

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

「
日
蓮
と
佐
渡
」
の
問
題
点
は
、
鎌
倉
時
代
の
波
多
の
守
護
所
が
、
現
在
の
下
畑
玉
作
遺
跡
で
あ
る
と
す
る
説
を
小
菅
氏
自
身
が
否
定

し
て
い
る
所
に
あ
る
。
田
中
氏
が
引
用
す
る
小
菅
氏
の
下
畑
を
守
護
所
と
す
る
論
文
（「
日
蓮
と
佐
渡
」
六
五

六
頁
）
は
、
歴
史
年
代

の
表
記
が
無
く
、
ま
た
、
理
由
と
し
て
足
利
尊
氏
（
将
軍
在
職
一
三
三
八

一
三
五
八
）
の
命
令
で
置
か
れ
た
安
国
寺
が
近
く
に
あ
る
こ

と
を
挙
げ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
小
菅
氏
の
主
張
す
る
南
北
朝
末
期
頃
に
竹
田
か
ら
下
畑
へ
移
転
し
て
き
た
波
多
守
護
所
の
こ
と
で
は
な
い

か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

残
念
な
が
ら
、
平
成
一
六
年
発
行
の
新
版
「
日
蓮
と
佐
渡
」
に
お
い
て
小
菅
氏
の
竹
田
城
佐
渡
守
護
所
説
は
、
紹
介
さ
れ
る
事
無
く
、

依
然
と
し
て
波
多
守
護
所
を
下
畑
玉
作
遺
跡
と
す
る
小
菅
説
を
引
用
し
て
い
る
。

小

結

以
上
の
推
論
か
ら
、
妙
満
寺
前
塚
原
配
所
説
を
考
え
る
場
合
、
塚
原
配
所
の
位
置
に
つ
い
て
、
田
中
氏
は
、「
北
は
熊
野
神
社
か
ら
、

南
は

目
黒
町
と

寺
田
の
共
同
墓
地
の
あ
た
り
ま
で
、
約
二
百
メ
ー
ト
ル
の
範
囲
の
内
」
と
い
う
推
定
で
あ
る
が
、「
種
種
御
振
舞
御

書
」
の
「
塚
原
の
堂
の
大
庭
山
野
に
数
百
人
」
と
の
記
述
か
ら
、
熊
野
神
社
の
建
つ
台
地
の
横
の
広
い
庭
を
有
す
る
妙
満
寺
の
境
内
を
含

む
範
囲
も
推
定
塚
原
配
所
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。

鎌
倉
時
代
の
守
護
所
・
本
間
重
連
館
の
位
置
に
つ
い
て
は
、
小
菅
氏
本
人
が
前
説
を
否
定
し
て
い
る
以
上
、
本
人
の
主
張
す
る
竹
田
城
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址
…
佐
渡
守
護
所
・
本
間
重
連
館
、
熊
野
神
社
遺
跡
…
重
連
後

見
人
波
多
本
間
氏
館
説
を
採
用
す
る
方
が
妥
当
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。
竹
田
城
址
…
佐
渡
守
護
所
・
本
間
重
連
館
と
す
る
説

は
、
守
護
代
が
呼
び
寄
せ
た
と
す
る
阿
仏
房
跡
地
が
竹
田
城
址

近
く
に
あ
る
事
か
ら
も
裏
付
け
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま

た
、
熊
野
神
社
遺
跡
…
重
連
後
見
人
波
多
本
間
氏
館
説
は
、
昭

和
定
本
の
記
述
に
合
致
す
る
も
の
で
も
あ
る
。

こ
れ
等
の
位
置
関
係
を
図
示
し
て
、
現
時
点
で
の
田
中
圭
一

説
に
関
す
る
見
解
と
す
る
が
、
あ
く
ま
で
も
一
推
論
に
過
ぎ
な

い
。（
使
用
地
図
ア
ル
プ
ス
社
プ
ロ
ア
ト
ラ
ス
２
０
０
２
改
）

田
中
氏
の
塚
原
配
所
説
は
、
氏
一
人
の
研
究
に
負
う
と
こ
ろ

が
大
き
い
が
、
推
定
塚
原
配
所
の
墓
地
の
変
移
に
つ
い
て
の
考

察
や
、
引
用
御
遺
文
の
考
察
に
関
し
て
問
題
点
が
見
受
け
ら

れ
、
下
畑
玉
作
遺
跡
の
引
用
論
文
の
著
者
で
あ
る
小
菅
氏
の
論

文
を
拝
見
し
て
も
新
た
な
問
題
点
を
見
出
す
結
果
と
な
っ
た
。

こ
れ
は
、
塚
原
配
所
の
所
在
を
紐
解
く
に
は
、
歴
史
学
者
一
人

の
見
解
に
任
せ
る
の
で
は
な
く
、
各
分
野
の
専
門
的
見
地
が
必

要
で
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
現
在
、
推
定
塚
原
配
所
近
辺
で
確
認
で
き
る
史
跡
は
、
推
定
配
所
に
隣
接
す
る
妙
満
寺
と
伝
藤
九
郎

守
綱
の
墓
地
だ
け
で
あ
り
、
宗
門
側
か
ら
妙
満
寺
前
塚
原
配
所
説
を
考
察
す
る
場
合
、
こ
れ
等
の
史
跡
の
詳
細
な
調
査
研
究
が
先
決
で
は
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な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

参
考
御
遺
文

「
種
種
御
振
舞
御
書
」

「
同
（
文
永
八
年
）
十
月
十
日
に
依
智
を
立
て
、
同
十
月
二
十
八
日
に
佐
渡
国
へ
著
ぬ
。
十
一
月
一
日
に
六
郎
左
衛
門
が
家
の
う
し
ろ

み
の
家
よ
り
塚
原
と
申
山
野
の
中
に
、
洛
陽
の
蓮
台
野
の
や
う
に
死
人
を
捨
る
所
に
一
間
四
面
な
る
堂
の
仏
も
な
し
。
上
は
い
た
ま
（
板

間
）
あ
は
ず
、
四
壁
は
あ
ば
ら
に
、
雪
ふ
り
つ
も
り
て
消
る
事
な
し
。
か
ゝ
る
所
に
、
し
き
が
は
（
敷
皮
）
打
し
き
蓑
う
ち
き
て
、
夜
を

あ
か
し
日
を
く
ら
す
。
夜
は
雪
雹
雷
電
ひ
ま
な
し
。
昼
は
日
の
光
も
さ
ゝ
せ
給
は
ず
。
心
細
か
る
べ
き
す
ま
ゐ
な
り
。」（
昭
和
定
本
九
七

〇
頁
）

「
念
仏
者
等
或
は
浄
土
の
三
部
経
、
或
は
止
観
、
或
は
真
言
等
を
、
小
法
師
等
が
頚
に
か
け
さ
せ
、
或
は
わ
き
（
腋
）
に
は
さ
（
挾
）

ま
せ
て
正
月
十
六
日
に
あ
つ
ま
る
。
佐
渡
国
の
み
な
ら
ず
、
越
後
・
越
中
・
出
羽
・
奥
州
・
信
濃
等
の
国
々
よ
り
集
れ
る
法
師
等
な
れ

ば
、
塚
原
の
堂
の
大
庭
山
野
に
数
百
人
、
六
郎
左
衛
門
尉
兄
弟
一
家
、
さ
な
ら
ぬ
も
の
百
姓
の
入
道
等
か
ず
を
し
ら
ず
集
り
た
り
。」（
昭

和
定
本
九
七
三

四
頁
）
こ
の
他
、
九
七
五
頁
に
三
昧
堂
よ
り
本
間
重
連
を
大
庭
へ
呼
び
返
す
記
述
が
あ
る
。

※
「
種
種
御
振
舞
御
書
」
は
、
幕
末
に
小
川
泰
堂
居
士
が
、「
種
種
御
振
舞
御
書
」（
一
九
紙
一
巻
）、「
佐
渡
御
勘
気
抄
」（
二
一
紙
一

巻
）、「
阿
弥
陀
堂
法
印
祈
雨
事
」（
一
〇
紙
一
巻
断
）
の
三
偏
に
光
日
房
御
書
の
末
文
を
加
え
て
一
つ
の
書
物
に
ま
と
め
た
も
の
で
、
四

編
は
い
づ
れ
も
真
蹟
身
延
曽
存
の
御
遺
文
で
あ
る
（
日
蓮
聖
人
遺
文
辞
典
歴
史
偏
五
一
五
頁
参
照
）。
こ
の
内
、

は
共
に
「
佐
渡
御

勘
気
抄
」
に
属
す
る
文
章
で
あ
り
、
他
遺
文
と
の
接
合
部
分
で
は
な
い
（
昭
和
定
本
の
脚
注
か
ら
判
断
で
き
る
）。

「
法
蓮
鈔
」
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「
北
国
の
習
な
れ
ば
冬
は
殊
に
風
は
げ
し
く
、
雪
ふ
か
し
。
衣
薄
く
、
食
と
も
し
。
根
を
移
さ
れ
し
橘
の
自
然
に
か
ら
た
ち
と
な
り
け
る

も
、
身
の
上
に
つ
み
し
ら
れ
た
り
。
栖
に
は
お
ば
な
（
尾
花
）
か
る
か
や
（
苅
萱
）
お
ひ
し
げ
れ
る
野
中
の
御
三
昧
ば
ら
に
、
お
ち
や
ぶ

れ
た
る
草
堂
の
上
は
、
雨
も
り
壁
は
風
も
た
ま
ら
ぬ
傍
に
、
昼
夜
耳
に
聞
者
は
ま
く
ら
に
さ
ゆ
る
風
の
音
、
朝
暮
に
眼
に
遮
る
者
は
、
遠

近
の
路
を
埋
む
雪
也
。」

（
昭
和
定
本
九
五
二
頁
）
真
蹟
曽
存

※
こ
の
文
も
三
昧
堂
が
平
地
に
在
っ
た
証
と
な
る
。

「
妙
法
比
丘
尼
御
返
事
」

「
佐
渡
国
に
あ
り
し
時
は
、
里
よ
り
遥
に
へ
だ
た
れ
る
野
と
山
と
の
中
間
に
つ
か
は
ら
（
塚
原
）
と
申
御
三
眛
所
あ
り
。
彼
処
に
一
間
四

面
の
堂
あ
り
。
そ
ら
は
い
た
ま
（
板
間
）
あ
わ
ず
、
四
壁
は
や
ぶ
れ
た
り
。
雨
は
そ
と
の
如
し
、
雪
は
内
に
積
る
。
仏
は
お
は
せ
ず
。
筵

畳
は
一
枚
も
な
し
。
然
ど
も
我
根
本
よ
り
持
ま
い
ら
せ
て
候
教
主
釈
尊
を
立
ま
い
ら
せ
、
法
華
経
を
手
に
に
ぎ
り
、
蓑
を
き
笠
を
さ
し
て

居
た
り
し
か
ど
も
、
人
も
み
へ
ず
、
食
も
あ
た
へ
ず
し
て
四
箇
年
な
り
。
彼
蘇
武
が
胡
国
に
と
め
ら
れ
て
十
九
年
が
間
、
蓑
を
き
雪
を
食

と
し
て
あ
り
し
が
如
し
。」（
昭
和
定
本
一
五
六
二
頁
）

※
こ
の
他
「
波
木
井
殿
御
書
」（
昭
和
定
本
一
九
二
八
頁
）
に
塚
原
配
所
の
記
述
が
あ
る
が
、
古
来
真
偽
の
問
題
の
あ
る
御
遺
文
（
日
蓮

聖
人
遺
文
辞
典
歴
史
偏
九
〇
七
頁
参
照
）
と
さ
れ
て
い
る
為
、
引
用
し
て
い
な
い
。


